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１ 法務省における成年後見制度
の周知について
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（１）パンフレット，ポスターの配布

パンフレット

ポスター

・ 各地の法務局のほか，市区町
村役場，社会福祉協議会等の関
係機関に，パンフレット約６０万部
ポスター７,０００部を配布

・ 法務省ホームページにも掲載
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・ 成年後見制度・成年後見登記制度の更なる周知を図るために，
平成３０年１２月から平成３１年２月までの約３ヶ月間，検索サイト
Googleにて，「検索ネットワーク」（ターゲティング広告）（※）を実施

※ 「検索ネットワーク」とは，Googleの検索画面において，例えば，「後見」を検索した場合，検索結果一覧の中

に，以下のとおり広告を表示し，法務省ホームページ内の「成年後見制度～成年後見登記制度～」のページに
案内する仕組み

（２） インターネット広告の実施

もしかして認知症かも？｜判断能力が衰える前に
www.moj.go.jp/法務省/民事局 ▼広告

成年後見制度でいざという時のための財産管理等も安心！詳しくは法

務省ＨＰをご覧ください。

成年後見制度を知っていますか？｜詳しくは法務省ＨＰへ
www.moj.go.jp/法務省/民事局 ▼広告

成年後見人等が本人に代わって，大切な人の大事な生活・財産を守りま

す。詳しくは法務省ＨＰへ

【広告表示例】

※ 広告文は組み合わせにより複数
のパターンで表示

・ 広告の効果として，「成年後見制度～成年後見登記制度～」の
ページビューが約５倍に増加 3



（３）講演会，無料相談の実施

東京法務局で実施した講演会・相談会の案内

・ 全国一斉！法務局休日相談所の
実施（全国５４箇所，相談来所者数
２,６４９人）に合わせて，成年後見
に関する講演会，相談会を実施

・ 成年後見・任意後見に関する講演
会は，全国４箇所・１１８人が参加

・ 相談会には，司法書士，土地家屋
調査士のほか，公証人６６人も参加
（成年後見に関する相談は，９０件）
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２ 不正防止の取組の現状について
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不正防止策として考えられる仕組みのイメージについて
（成年後見における預貯金管理に関する勉強会報告書）

大口預金口座

②解約

⑤定期的な定額送金の設定・変更

④払戻し

後見人

①口座開設

③入金

小口預金口座

他人口座

⑦送金 入金 ⑧払戻し

送金

資金の流れ

第三者によるチェックを行うことが考えられる取引

後見人が代理人として行う取引

１回あるいは１か月当たりの引出額制限や関係者への通知を行うことが考えられる取引

⑥送金

大口預金と小口預金の金額
については後見人において検討

送金

定期的な定額送金サービスの導入が困難である金融
機関が存在することから更なる検討が必要となった。
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今後の予定

〇 次の事項等について意見交換を行うために，成

年後見における預貯金管理に関する勉強会フォ

ローアップ会議が開催される予定である。

・ 定期的な定額送金サービスの導入が困難な金融

機関においても提供可能な預貯金管理の仕組みの

検討

・ 保佐・補助制度の下でも利用可能な預貯金管理の

仕組みの検討
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３ 任意後見制度の利用状況に関する
調査について
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（１）調査の概要

•任意後見制度に関して，登記記録の分析による調査
を実施。また，日本公証人連合会（日公連）の調査を
通じて，公証役場における制度の利用実態を把握

•登記については，令和元年７月２９日時点の登記記
録を分析

•日公連の調査については，平成３０年１０月及び１１
月の２か月間の約１９００件の任意後見契約を対象と
して，全国の公証人に対し，その内容に関するアン
ケート調査を実施
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（２）基礎データ

① 任意後見契約の登記件数（閉鎖登記除く）

１２万０９６２件（R1.7.29時点） ※閉鎖登記件数は２万０４５８件

② ①のうち任意後見監督人選任の登記がされている件数

３５１０件（R1.7.29時点）

③ 平成３０年にされた任意後見契約の登記件数

１万２５９９件

④ 平成３０年にされた任意後見監督人選任の登記件数

６５８件
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（３）任意後見制度の利用状況に関する調査結果
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件
数

年齢

任意後見契約締結時の本人の年齢

・ 令和元年７月２９日時点の，登記されている（閉鎖登記を除く。）任意後見契約（約１２万件）
について，任意後見契約締結時の本人の年齢を調査。
・ 平均年齢約８０歳。

任意後見契約締結時の本人の年齢

11



・ 平成３０年１０月及び１１月の２か月の間，全国の公証役場において，新たに公正証書が作
成された任意後見契約（約１９００件）について，その類型を調査。

任意後見契約の類型

75%

24%

1% 0%

移行型 将来型 即効型 その他

・ 最も多いのが移行型の契約であり，全体
の約４分の３。

・ それ以外の契約のほとんど（全体の約４
分の１）は，将来型の契約。

任意後見契約の類型
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・ 平成３０年１０月及び１１月の２か月の間，全国の公証役場において，新たに公正証書が作
成された任意後見契約（約１９００件）について，任意後見受任者の属性について調査。

任意後見受任者の属性

70%

17%

6%

0%

6%

1%

任意後見受任者の属性

親族 専門職 友人知人

市民後見人 その他団体 その他個人

・ 任意後見受任者の属性として最も多いの
は，本人の親族であり，全体の約７割。

・ 次に多いのが専門職者であり，全体の２
割弱。
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・ 令和元年７月２９日時点の，①登記されている（閉鎖登記を除く。）任意後見契約，②登記が閉鎖さ
れた任意後見契約について，任意後見監督人選任登記の有無を調査。

任意後見監督人の選任状況

3510, 
3%

117452
97%

①閉鎖登記事件を除く全事件

監督人選任登記あり

監督人選任登記なし

4468
22%

15990
78%

②－１ 登記が閉鎖された

全事件

監督人選任登記あり

監督人選任登記なし

3950
34%

7616
66%

②－２ 本人死亡により

登記が閉鎖された全事件

監督人選任登記あり

監督人選任登記なし
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